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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 

 キンメダイ太平洋中部を漁獲する底立てはえ縄漁業は知事許可漁業で定数管理され

ており、立て縄漁業は自由漁業であるが地域の漁業者組織でも管理されており、インプ

ット・コントロールがなされているが、両漁業ともアウトプット・コントロールは導入

されておらず、漁獲圧は有効に制御されているとはいえない（3.1.1 3 点）。テクニカル・

コントロールについては、公的規制のほか小型魚の再放流、漁具の制限等が自主的に実

施されてきている（3.1.2 5 点）。種苗放流は実施されておらず、その効果を高める措置

については評価できない（3.1.3 NA）。生態系の保全施策では捨縄（落縄）は回収するこ

とが制限条件となっており、また釣り漁業であり海底を改変させるような漁業ではない

（3.1.4.1 5 点）、また漁場等においてゴースト 漁具は自主的に回収に努めるものとされ

ており、海浜清掃等も活発に実施されている（3.1.4.2 5 点）。 

 

執行の体制（3.2） 

 管理の執行については、漁業種類としては知事許可あるいは自由漁業であるがキンメ

ダイは広域魚種であり、生息域をカバーする広域漁業調整委員会を含めた一元的な管理

体制が確立して機能している（3.2.1.1 5 点）。都県の漁業取締船を主体に隣接県等と連

携して漁業取締が実施されており、公的な監視とともに、地域の漁業者団体の「とも監

視」がなされている（3.2.1.2 5 点）。法令違反に対する許可の取り消しや懲役刑、罰金、

その併科は罰則規定としては有効であり、地域の漁業者団体の規約にも罰則規定がある

（3.2.1.3 5 点）。国が作成する資源管理指針に広域魚種と位置づけられ TAC 等対象種を

除くほかの ABC 算定対象種に先んじて、順応的管理の仕組みが部分的にも導入されて

きている（3.2.2 3 点）。 

 

共同管理の取り組み（3.3） 

 漁獲量で漁獲金額を示せるとして、知事許可漁業である底立てはえ縄漁業の漁獲量の

割合が自由漁業である立て縄漁業に比べて小さいため、資源利用者の特定は低い評点と

なる（3.3.1.1 2 点）。自由漁業である立て縄漁業を含めて実質すべての漁業者は漁業者

組織へ所属している（3.3.1.2 5 点）。一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議

会等で公的規制を上回る資源管理施策が協議されてきており、各地域漁業協同組合単位

で実施されている資源管理計画では漁獲物制限等を課している（3.3.1.3 5 点）。プライ

ドフィッシュに登録してのブランド化、直販所運営等による経営改善、流通販売活動が
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漁業者組織で全面的に実施されている（3.3.1.4 5 点）。自主的及び公的管理への関係者

の関与は高く評価できる（3.3.2.1 4 点、3.3.2.2 5 点）。利害関係者の参画についても、遊

漁者等の県国レベルでの審議会等への関与の度合いから、高く評価した（3.3.2.3 5 点）。

管理施策の意思決定については、特定の関係者では施策の決定と目標の見直しがなされ

ていると評価した（3.3.2.4 4 点）。種苗放流は実施されておらず、その費用負担への理解

については評価できない。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 キンメダイ太平洋中部は立て縄漁業と底立てはえ縄漁業によって主に漁獲されてい

る。これらを評価対象の漁業種類とする。 

② 評価対象都道府県の特定 

 キンメダイは、立て縄漁業では一都三県で、底立てはえ縄漁業では神奈川県、静岡県

で主に漁獲されていた。これらの漁業種類、都県を評価対象とする。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 評価対象都県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。 

1）許可証、および各種管理施策の内容 

2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組みなどの執行体制 

3）関係者の特定や組織化、意思決定への参画への共同管理の取り組み 

4）関係者による生態系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 底立てはえ縄漁業は東京都と静岡県では知事許可漁業となっている。東京都地先水面

に入域して操業する他県の底立てはえ縄漁船は都知事の許可に基づいて操業する。静岡

県地先でも自県底立てはえ縄漁船、他（神奈川）県を含む操業船を含め定数管理されて

いる。自由漁業である立て縄漁業においても、地方の漁業者組織に操業船は組織されて

いる。このため、インプット・コントロールは実質導入されていると考えられる。漁獲

量管理はなされていない。一方で、関東沿岸から伊豆諸島周辺海域におけるキンメダイ

資源の水準は長期の漁獲量の推移より低位、動向は減少と判断されている（亘・渡井 

2019）。このため、インプット・コントロールもしくはアウトプット・コントロールは

導入されているが、漁獲圧を有効に制御できているとはいえない。以上より 3 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含

まれておらず、漁獲圧が目

標を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしく

はアウトプット・

コントロールが

導入されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 立て縄漁業および底立てはえ縄漁業においては、関係漁業者の操業海域ごとに、小型

魚の再放流、操業時間、漁具漁法の制限、釣餌の制限、操業規制区域の設定等が自主的

に実施されてきている（水産庁 2007、 水産庁 2019a）。底立てはえ縄漁業の幹縄の総

延長等も公的に規制されている。テクニカル・コントロールが十分に導入されていると

評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コ

ントロールの施

策が全く導入さ

れていない 

. テクニカル・コ

ントロールの施

策が一部導入さ

れている 

. テクニカル・コ

ントロール施策

が十分に導入さ

れている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 静岡県では第 7 次静岡県栽培漁業基本計画の水産動物の種苗の生産及び放流並びに

水産動物の育成に関する技術の開発に関する事項の研究対象種として、キンメダイにつ

いて種苗生産及び放流に関する基礎的な技術開発を実施するとしている（静岡県 2015）。

現状では種苗生産研究の段階にあり種苗放流はなされていない（永倉 2018）。他の都県
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でも種苗放流はなされていない。以上より、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高め

る措置は取られ

ていない 

. 放流効果を高め

る措置が一部に

取られている 

. 放流効果を高め

る措置が十分に

取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 漁具の流出を極力防止する（水産庁 2012）とともに、東京都、静岡県においても知

事許可漁業である底立てはえ縄漁業では捨縄（落縄）は回収することが許可の制限条件

となっている。また、釣り漁業であり海底を改変させるような漁業ではない。このため、

対象漁業が海底等に直接影響を与えていないと考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入さ

れておらず、環境

や生態系への影響

が発生している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程

度、施策

が導入さ

れている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 漁場等においてゴースト 漁具を発見した場合は、自主的な回収に努めるものとされ

ている（水産庁 2012）。千葉県では漁業者が流竹木等を回収し、県漁連は海岸漂着物対

策推進協議会に参画している（千葉県 2020）。東京都では水産振興の計画に水産業の多

面的機能を位置づけ、漁業協同組合の海岸清掃等の取り組みについても支援している

（東京都 2014）。また東京都、神奈川県の関係漁業協同組合では海浜清掃を行っている

（海と渚環境美化油濁対策機構 2018a, b）。静岡県の関係漁業協同組合では無公害洗剤

の普及による水質保全（いとう漁業協同組合 2019, 伊豆漁業協同組合 2019）や海岸清

掃（いとう漁業協同組合 2019）の活動に取り組んでいる。以上のように、生態系保全

活動が活発に行われている、あるいはその活動が対象資源の持続性に影響しないと考え、

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全活

動が一部行われ

ている 

. 対象となる生態系が漁業活動

の影響を受けていないと考え

られるか、生態系の保全・再

生活動が活発に行われている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 キンメダイは我が国の太平洋の関東沿岸、伊豆諸島周辺海域、四国沖、南西諸島周辺

海域等の陸棚斜面や海山、海丘等を主な漁場として漁獲されているが、太平洋中部での

漁獲量が多く、また関東沿岸で放流された個体は長距離の移動はごく一部であると想定

される（亘・渡井 2019）ことから、キンメダイ太平洋中部を評価対象として纏まりの

ある単位とした。漁業が知事許可漁業と自由漁業から構成されているため、この資源の

管理体制の主体は基本的には都県であるが、広域魚種として国の作成する資源管理指針

でも取り扱われており、きんめだい底刺し網漁業等を含めて太平洋広域漁業調整委員会

において複数都県をまたがる海域を回遊する魚種の資源管理に取組まれている。この海

域のキンメダイの資源管理は各地域、都県の漁業者団体の協議を受けて、一都三県キン

メダイ資源管理実践推進漁業者協議会で議論を重ね実践されてきた。協議会の下に各都

県の漁業者代表、行政・ 研究担当者、水産庁及び水産研究・教育機構で構成される「漁

業者代表部会」も設置されている（水産庁 2019a）。このように生息域をカバーする一

元的な管理体制が確立して機能していると評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息

域がカバーされ

ていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバー

する管理体制がある 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 島嶼域を含む東京都では航空機も動員して（東京都 2014）、都県の漁業取締船を主体

に水産庁、海上保安庁、隣接県等と連携して、漁業取締が実施されている。また公的な

監視とともに、地域の漁業者団体の規約には罰則規定があり（黒沼 1996, 上村 2004）、

「とも監視」がなされていると考えるのが自然である。遊漁についても海面利用協議会

による海面利用ルールの普及、また遊漁業者への安全講習が実施されている（東京都 

2014）。なお、海区漁業調整委員会の指示は自由漁業、遊漁にも適用される。以上より

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 
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3.2.1.3 罰則・制裁 

 漁業法関連法に違反した場合、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその併科とな

る。罰則規定としては有効と考えられる。地域の漁業者団体の規約にも罰則規定がある

（黒沼 1996, 上村 2004）。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 より多くの関係漁業者が統一的な管理目標のもと、一体となって 資源管理に取り組

む必要がある広域的な魚種のうち、関係者が多く、我が国漁業及び地域経済における重

要性が高いキンメダイ等は、より効果的な資源管理の取り組みを一体的に推進する、と

国の定める資源管理指針には記されている。資源水準は低位、動向は減少のキンメダイ

資源を持続的・安定的に利用していくためには、漁獲努力量水準を適切に維持・管理す

るための取り組みが必要であるとし、一都三県の漁業者によるキンメダイ資源管理実践

推進漁業者協議会において、統一的な資源管理方針を検討する、とされている（水産庁 

2019b）。TAC 等対象種を除く他の ABC 算定対象種に先んじて、順応的管理の仕組みが

部分的にも導入されてきていると考え、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 本手順書では、公的な許可等に基づいて操業した漁業の漁獲金額の総漁獲金額に占め

る割合で資源利用者の特定の評価を行うこととしている。ここでは漁獲物の単価は不明

であるため、仮に漁獲量で漁獲金額を示せると考えて、すべてが自由漁業である立て縄

漁業で漁獲する千葉県と東京都では 1 点、底立てはえ縄漁業での割合が比較的大きい神

奈川県と静岡県では 3 点の評価となる。漁業種類別漁獲量を勘案して両漁業あわせて、

あるいは都県をあわせて 2 点の配分となる。しかし我が国の場合、自由漁業であっても

他の漁業種類に関係して漁業協同組合等に組織されているのが通例であり、実際はすべ

ての資源利用者は特定できる。以上より 2 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 キンメダイを対象とする立て縄漁業、底立てはえ縄漁業漁業者は関係都県でキンメダ

イ関係の漁業者団体、また沿海の地域漁業協同組合、千葉県の一部では千葉県沿岸小型

漁船漁業協同組合（上村 2004）に属しており、実質すべての漁業者は漁業者組織へ所

属している。以上より 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 全国金目鯛漁業者協会、全国底立はえ縄漁業者協会、きんめだい底刺し網漁業者の間

で、きんめだい漁業に関する底刺し網漁業者と底立はえ縄漁業者の合意が 2002 年にな

されており（水産庁 2019c）、一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議会、キ

ンメダイ資源管理に関する漁業者代表部会等で公的規制を上回る資源管理施策が協議

されてきている（水産庁 2019a）。各都県の資源管理指針のもとにおいて、各地域漁業

協同組合単位で実施される資源管理計画では休業、漁具制限、漁獲物制限等を課してい

る（水産庁 2020）。漁業者組織が管理に強い影響力を有しており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 千葉県では千葉のつりきんめ（全国漁業協同組合連合会 2019a）、静岡県では伊豆の

地きんめ（全国漁業協同組合連合会 2019b）について水産関係団体、水産庁で企画され

たプライドフィッシュとして登録し、ブランド化を含めて販売促進を行っている。千葉

県では、銚子市漁協でのきんめまつり、外川支所でのキンメのまち外川うまいものフェ

アの開催、販売、直営店万祝でのきんめ料理提供、東京都では神津島漁協運営のよっち

ゃれセンターでのきんめ料理提供、神奈川県ではみうら漁協三崎沿岸販売所での販売、

静岡県では伊豆漁業協同組合下田、稲取支所等の直販所でキンメダイを取り扱っている。

また、各漁業協同組合では市場を併設し、販売している。千葉県外房の新勝浦漁協では

浜値向上のため品質向上運動を行った（植村 2014）。また、夷隅地区漁協女性部連絡協

議会ではキンメダイを利用した魚食普及活動を実施している（渡辺 2018）。このように
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キンメダイに関して経営改善や流通販売に関する活動は各都県の漁業者組織で全面的

に実施されており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 全国金目鯛漁業者協会、全国底立はえ縄漁業者協会、一都三県キンメダイ資源管理実

践推進漁業者協議会、キンメダイ資源管理に関する漁業者代表部会等での資源管理施策

の協議、地域の沿海漁業協同組合および部会、理事会等への参画を考慮すると、年間 12

～24 日の日数の会合に参加していると考えられる。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 キンメダイ漁を擁する沿海漁業協同組合あるいは同連合会組合長等の役員が千葉海

区、東京海区、神奈川海区および静岡海区漁業調整委員会に参画している。太平洋広域

漁業調整委員会には関係する都県の漁業調整委員が県互選委員として参画している。水

産政策審議会資源管理分科会には沿海漁業協同組合の上部機関である千葉県漁業協同

組合連合会と全国漁業協同組合連合会の役員が委員として参加している（水産庁 

2019d）。公的管理への参画が確認されたことから、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 キンメダイ太平洋中区を含む太平洋系群を扱う中央ブロック資源評価会議を含む全

国各ブロック資源評価会議は一般傍聴を受付けている（水産研究・教育機構 2019）。キ

ンメダイは TAC 魚種ではないが広域魚種に含まれ国の作成する資源管理指針で扱われ

ている（水産庁 2019b）。この指針を審議する水産政策審議会資源管理分科会には特別

委員として水産や港湾の海事産業で働く船員等で組織する労働組合や、釣り愛好家によ

る団体等から参画している（水産庁 2019d）。各県に遊漁者等を含めた海面利用協議会、

同調整部会があり、キンメダイを対象とした遊漁に関しても推奨ルール（入漁禁止区、

遊漁日規制、遊漁具制限等）が協議されている（千葉県 2019, 静岡県 2019 等）。以上
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より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関

係者は存在するが、

実質上関与していな

い 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係

者が存在しないか、ほ

ぼすべての主要な利害

関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 2011 年度まで実施されていた太平洋南部キンメダイ資源回復計画において、国及び

県は毎年の資源評価及び漁獲状況や資源回復措置の実施状況を踏まえて資源回復計画

の評価検討を行い、必要に応じて資源回復計画の内容について見直しを行うとされてお

り、その進行管理に必要な組織体制を水産庁・都県の行政、試験研究機関等、漁業者、

広域漁業調整委員会で構築していた（水産庁 2007）。資源回復計画終了後の資源管理実

施体制として、太平洋南部海域行政・研究担当者会議、一都三県キンメダイ資源管理実

践推進漁業者協議会が設置され、資源状況や漁獲状況の把握、管理方策の改善を検討す

ることにより、キンメダイの資源管理を推進していた（水産庁 2012）。また、2014 年に

は同資源の持続的利用を確保するための予防的措置の取りまとめに向けた検討を行う

ため、協議会の下に各都県の漁業者代表、行政・研究担当者、水産庁及び水産研究・教

育機構で構成される「漁業者代表部会」が設置され、年 2 回の会合を実施している（水

産庁 2019a）。本種は広域魚種として位置づけられており（水産庁 2019b）、こうした取

組の状況等については広域漁業調整委員会に報告し、委員会指示の発出を含め資源管理

措置についての協議を行うこととされている（水産庁 2012）。特定の関係者をメンバー

とする意思決定機構は存在し、施策の決定と目標の見直しがなされていると評価できる。

3 点の配分となる。遊漁の資源への影響等についての資料には接しない。このため、遊

漁者を利害関係者と位置付ける必要があるか否か不明であるが、各都県では遊漁者を含

む海面利用協議会等での協議の上で漁場利用や資源管理に資する小型魚の再放流、入域

してはならない海域、使用餌等について推奨ルールが決められている。このため利害関

係者での協議は十分ではないが、関係者への 3 点配分を含めて、利害関係者を含めて 4

点を配分することとした。第 7 次静岡県栽培漁業基本計画では静岡県栽培漁業推進協議

会、地域栽培漁業推進協議会に遊漁団体が位置づけられて利害関係者を含めた推進体制

が準備されているが、キンメダイの種苗放流はまだなされていない。なお、資源管理指

針（水産庁 2019b）にしたがい作成された資源管理計画については、計画（Plan）、実施

（Do）、評価（Check）、改善（Act）の PDCA サイクルを着実に実施することを通じて、

漁業や資源を取り巻く状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ることとされた。策定

後 4 年を経過した次の年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資源

の維持･回復等の効果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき
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評価・検証し、その結果を踏まえ、資源管理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、

改善を図るものとするとともに、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体への周知徹

底を図る、こととされている（水産庁 2018）。その評価・検証状況は資源管理計画一覧

（水産庁 2020）に纏められているが、計画作成の年度が新しく未だ評価・検証の年次

に至っていない計画も多い。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 既述の通り、キンメダイについて種苗生産及び放流に関する基礎的な技術開発を実施

するとされているが、現状では種苗放流はなされていない。他の都県でも実施されてい

ない。本項目の対象としない。以上より、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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